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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像から追跡対象の物体を含む追跡領域に存在する動き領域を特定する特定手段と、
　前記動き領域の信頼度に応じて前記動き領域の面積に重み付けをした面積が前記追跡領
域に対して占める割合を導出する導出手段と、
　前記導出手段により導出された前記割合に基づき、前記追跡領域に関する前記追跡対象
の物体の追跡を継続するか否かを判定する判定手段と、
　を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　画像から追跡対象の物体を含む追跡領域に存在する動き領域を特定する特定手段と、
　前記動き領域の前記追跡領域の重心からの距離に応じて前記動き領域の面積に重み付け
をした面積が前記追跡領域に対して占める割合を導出する導出手段と、
　前記導出手段により導出された前記割合に基づき、前記追跡領域に関する前記追跡対象
の物体の追跡を継続するか否かを判定する判定手段と、
　を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　画像から追跡対象の物体を含む追跡領域に存在する動き領域を特定する特定手段と、
　前記追跡領域の重心から所定の距離内に抽出された動き領域の面積が前記追跡領域に対
して占める割合を導出する導出手段と、
　前記導出手段により導出された前記割合に基づき、前記追跡領域に関する前記追跡対象
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の物体の追跡を継続するか否かを判定する判定手段と、
　を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　前記判定手段は、前記割合と所定の基準値とを比較し、前記割合が前記所定の基準値未
満である場合は、前記追跡対象の物体の追跡を中止するように判定することを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記追跡対象の物体が静止しているか否かを判定し、前記追跡対象の
物体が静止していると判定した場合は、前記動き領域の割合の値にかかわらず、前記追跡
対象の物体の追跡を継続すると判定することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項
に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記判定手段は、前記追跡領域に基づき、現在の前記追跡領域の位置と、過去の前記追
跡領域の位置との差から前記追跡対象の物体の移動量を求め、該移動量が所定の基準値未
満である場合に、前記追跡対象の物体が静止していると判定することを特徴とする請求項
５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記判定手段が、前記追跡対象の物体の追跡を継続すると判定した場合に、前記追跡対
象の物体の追跡情報を、表示装置に強調表示させる表示制御手段をさらに具備することを
特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記判定手段が、前記追跡対象の物体の追跡を継続しないと判定した場合であって、前
記追跡対象の物体の追跡を中断すると判定した場合に、前記追跡対象の物体の追跡情報を
、表示装置に抑制表示させる表示制御手段をさらに具備することを特徴とする請求項１乃
至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記判定手段が、前記追跡対象の物体の追跡を継続しないと判定した場合であって、前
記追跡対象の物体の追跡を終了すると判定した場合に、前記追跡対象の物体の追跡情報を
含まない画像信号を、表示装置に表示させる表示制御手段をさらに具備することを特徴と
する請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記判定手段が、前記追跡対象の物体の追跡を中止すると判定した場合に、前記追跡情
報を数フレームの間、表示装置に抑制表示させる表示制御手段をさらに具備することを特
徴とする請求項４乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
 前記表示制御手段は、前記追跡情報の強調表示の強調の程度を、前記動領域割合の値に
応じて変化させることを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記表示制御手段は、前記追跡情報の抑制表示の抑制の程度を、前記動領域割合の値に
応じて変化させることを特徴とする請求項８または１０に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　ユーザの指定に基づいて前記追跡対象を含む追跡領域を設定する設定手段をさらに具備
することを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　１つの画像フレームについて前記設定手段により設定された追跡領域内の画像から特徴
量を取得し、他の画像フレームについて前記特徴量に基づいてマッチング処理をすること
で、前記追跡領域と類似度が高い位置を取得する追跡手段をさらに具備することを特徴と
する請求項１３に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記特徴量は、色ヒストグラム、テクスチャー、ＨＯＧ特徴およびＨａａｒ特徴のいず
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れかを含むことを特徴とする請求項１４に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記特定手段はフレーム間の差分をとることによって、前記追跡領域内の動き領域を特
定することを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　画像から追跡対象の物体を含む追跡領域に存在する動き領域を特定する特定ステップと
、
　前記動き領域の信頼度に応じて前記動き領域の面積に重み付けをした面積が前記追跡領
域に対して占める割合を導出する導出ステップと、
　前記導出ステップにおいて導出された前記割合に基づき、前記追跡領域に関する前記追
跡対象の物体の追跡を継続するか否かを判定する判定ステップと、
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１８】
　画像から追跡対象の物体を含む追跡領域に存在する動き領域を特定する特定ステップと
、
　前記動き領域の前記追跡領域の重心からの距離に応じて前記動き領域の面積に重み付け
をした面積が前記追跡領域に対して占める割合を導出する導出ステップと、
　前記導出ステップにおいて導出された前記割合に基づき、前記追跡領域に関する前記追
跡対象の物体の追跡を継続するか否かを判定する判定ステップと、
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１９】
　画像から追跡対象の物体を含む追跡領域に存在する動き領域を特定する特定ステップと
、
　前記追跡領域の重心から所定の距離内に抽出された動き領域の面積が前記追跡領域に対
して占める割合を導出する導出ステップと、
　前記導出ステップにおいて導出された前記割合に基づき、前記追跡領域に関する前記追
跡対象の物体の追跡を継続するか否かを判定する判定ステップと、
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項２０】
　前記判定ステップにおいて、前記追跡対象の物体が静止しているか否かを判定し、前記
追跡対象の物体が静止していると判定した場合は、前記動き領域の割合にかかわらず、前
記追跡対象の物体の追跡を継続すると判定することを特徴とする請求項１７乃至１９のい
ずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項２１】
　前記判定ステップにおいて、前記追跡対象の物体の追跡を継続すると判定した場合に、
前記追跡対象の物体の追跡情報を、表示装置に強調表示させるステップをさらに含むこと
を特徴とする請求項１７乃至２０のいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項２２】
　前記判定ステップにおいて、前記追跡対象の物体の追跡を継続しないと判定した場合で
あって、前記追跡対象の物体の追跡を中断すると判定した場合に、前記追跡対象の物体の
追跡情報を、表示装置に抑制表示させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項１
７乃至２１のいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項２３】
　前記判定ステップにおいて、前記追跡対象の物体の追跡を中止すると判定した場合に、
前記追跡対象の物体の追跡情報を数フレームの間、表示装置に抑制表示させるステップを
さらに含むことを特徴とする請求項１７乃至２２のいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項２４】
　コンピュータが読み込み実行することで、前記コンピュータを請求項１乃至１６のいず
れか１項に記載の情報処理装置の各手段として機能させるプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像中の物体の追跡を行うための情報処理装置及び情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　連続した画像又は動画（以下、これらを単に「画像」と称する。）を用いて、その画像
中の物体を追跡する方法や装置が知られている。　
　従来の方法の一つに、画像特徴を用いる追跡の方法がある。この方法によれば、物体の
移動予測と、オブジェクトの特徴と入力画像のビジュアル的な特徴とを比較することによ
るマッチング処理とを行って、追跡の対象となる物体の位置の特定が行われる。
【０００３】
　このような追跡方法では、追跡対象の物体が画像フレーム外に出た際には、それ以降の
追跡処理を続行できず、追跡は終了する。一方、追跡対象の物体が壁に隠れる、扉から出
ること等によって、画像フレーム内ではあっても物体を撮像できなくなり、物体が撮像画
像中から消失する場合がある。このような画像フレーム内における消失の場合は、一般的
には、画像特徴のマッチングの信頼度が低下するので、その信頼度が一定値以下になった
際には追跡を終了することによって処理している。
【０００４】
　この追跡終了判定に関し、下記特許文献１では、物体の追跡情報と物体の検出結果を画
像フレーム間で対応づける追跡方式において、追跡の継続、中断、終了判定する方法が提
案されている。この方法によれば、物体検出結果と、追跡情報とを対応付けし、その際の
対応度が算出される。そして、その対応度の値によって、追跡の継続判定を可能にしてい
る。詳細には、対応度の値によって、次に述べるような種々の判断と処理を行う。すなわ
ち、（１）追跡対象物体の追跡を継続する場合、（２）追跡対象物体が一時的に隠れてお
り、追跡を一旦中断する場合、（３）追跡情報と検出した物体とが十分に対応せず追跡処
理を終了する場合、等の判断処理を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－２５４９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、マッチングの信頼度を用いた一般的な追跡の終了判定手法では、対象物
体が消失した際に、その信頼度が急には下がらない場合がある。すなわち、信頼度が下が
らないので、追跡が継続してしまい、物体が存在しない位置で追跡対象を探索し続けてし
まう、「ドリフト」と呼ばれる現象が発生する場合がある。
　この様子が図１０に示されている。図１０には、図１０の（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）の
順に時間が経過していく場合の遷移が示されている。図１０（ａ）において、追跡対象物
体１００１は例えば人物であり、その周囲に追跡領域１００３が示されている。追跡領域
１００３は、追跡対象物体である人物を含む矩形の領域である。図１０（ａ）（ｂ）と時
間が経過していき、図１０（ｃ）では、遮蔽物１００２の陰に追跡対象物体１００１が一
部隠れている。そして、図１０（ｄ）では、追跡対象物体１００１がほぼ遮蔽物１００２
に隠れてしまっている。ここで、遮蔽物１００２と追跡対象物体１００１との間に画像の
特徴に大きな差が無い場合は、上述したようにマッチングの信頼度が急には下がらないた
め、追跡が継続し、図１０（ｄ）においては、追跡領域１００３がまだ残存している。こ
れが「ドリフト」と呼ばれる現象である。この画像の特徴に大きな差が無い場合とは、例
えば、追跡対象物体が白い着衣の人物であり、それに対して遮蔽物１００２も白い壁であ
る場合等が挙げられる。上記のドリフトの発生により、本来、追跡対象物１００１が画像
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フレームから消失したため追跡を中断ないし終了しなければならないのに、追跡処理の中
断ないし終了の判断が遅れてしまう。
【０００７】
　一方、上記特許文献１記載の方法では、物体の追跡領域と、物体の検出結果とを、フレ
ーム間で対応づけているため、追跡の精度が物体検出結果に依存してしまう。ここで、物
体検出とは、背景を撮影した画像と着目フレームの画像との差分によって、移動物体を検
出する方法と、検出対象の物体の画像を学習して識別器を作成し、この識別器によって、
検出を行う方法がある。　
　背景画像との差分を利用する方法では、検出された物体が、フレームによっては画素が
途切れて分割されてしまう場合や、他の移動物体と結合されてサイズが大きくなる場合が
ある。このとき、これまでの追跡情報と物体検出情報の対応度は、大きく低下してしまう
場合がある。
【０００８】
　この様子が図１１に示されている。図１１には、図１１の（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）の
順に時間が経過していく場合の遷移が示されている。図１１（ａ）において、追跡対象物
体１１０１は例えば人物であり、その周囲に追跡領域１１０３（図１１においては矩形領
域）が示されている。図１１（ｂ）では、背景との差分情報１１０４がハッチングを付し
た矩形で示されている。このように、背景との差分による手法では、検出部分である差分
情報１１０４は、追跡対象物体と完全に重なるとは限らず、部分的にしか重ならない状態
になる場合がある。また、図１１（ｂ）に示すように、各差分情報１１０４は分離された
複数の物体として検出される場合もある。例えば、追跡対象の人物が背景に同化すること
で、こうした現象が出現し得る。この結果、検出された複数の物体と、追跡対象物体１１
０１との対応関係がそれぞれ十分にとることができない。そのため、図１１（ｂ）の画像
フレーム中には未だ追跡対象物体１１０１が存在するにもかかわらず、誤って追跡処理を
中断ないし終了してしまいかねない。さらに例えば図１１（ｃ）では、追跡対象物体１１
０１が遮蔽物１１０２の陰にほぼ隠れた状態であるが、一部が画像フレーム中存在してい
るため差分情報１１０４はまだ検出されている。これに対して、図１１（ｄ）では、追跡
対象物体１１０１が遮蔽物１１０２に完全に隠れており、差分情報１１０４は検出されな
い。この例では、本来この差分情報１１０４が検出されない図１１（ｄ）の場合をもって
、追跡処理を中断ないし中止することが望ましいが、図１１（ｂ）のタイミングで追跡処
理を中止するおそれがある。すなわち、誤って、追跡処理の中断ないし終了が早すぎてし
まうことも起こり得る。
【０００９】
　上記の理由により、上記従来技術においては、画像中に追跡対象物体があるにもかかわ
らず追跡対象物体が消失した場合のドリフト発生による追跡処理の中断ないし終了の判定
の遅れが発生していた。また、追跡対象物体と過去の追跡情報との対応付け低下による追
跡処理の中断ないし終了の誤った判定が発生し、その結果、追跡処理の継続判定の精度が
低下していた。
　本発明は上述した問題を解決するため、追跡処理の中断ないし終了判定の遅れや誤りを
低減し、追跡処理のより高精度な継続判定を可能とする情報処理装置、情報処理方法及び
コンピュータプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明のある態様による情報処理装置は、画像から追跡対象
の物体を含む追跡領域に存在する動き領域を特定する特定手段と、前記動き領域の信頼度
に応じて前記動き領域の面積に重み付けをした面積が前記追跡領域に対して占める割合を
導出する導出手段と、前記導出手段により導出された前記割合に基づき、前記追跡領域に
関する前記追跡対象の物体の追跡を継続するか否かを判定する判定手段と、を具備する。
 
【発明の効果】
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【００１１】
　以上の構成を備える本発明によれば、追跡対象物体が存在する追跡領域に対して、特定
された動き領域が占める割合である動領域割合を求め、この求めた動領域割合に基づき、
追跡の継続判定を行う。したがって、追跡処理の中断ないし終了判定の遅れや誤りを低減
することができる。よって、追跡処理における継続判定の精度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態１に係る映像処理装置の機能構成例を示すブロック図である。
【図２】実施形態１における追跡の継続判定例の説明図である。
【図３】実施形態１に係る情報処理装置が実行する処理の手順を説明するフローチャート
である。
【図４】実施形態１に係る情報処理装置が実行する処理の手順の詳細を説明するフローチ
ャートである。
【図５】存在度の概念と具体的な数値例を説明する図である。
【図６】静止物体の追跡継続の判定処理の説明図である。
【図７】静止物体に対する追跡処理の継続の動作を説明する他の説明図である。
【図８】表示が変更される場合の一例を示す説明図である。
【図９】本実施形態の情報処理装置をコンピュータで構成した例の説明図である。
【図１０】画像特徴を用いて物体の追跡を行う追跡処理の動作を説明する説明図である。
【図１１】背景画像との差分を利用して物体の検出を行う方法の動作を説明する説明図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付の図面を参照して、本発明をその実施形態に基づいて詳細に説明する。なお
、以下に説明する実施形態は、本発明の実現手段としての一例であり、本発明が適用され
る装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明は以下
の実施の形態に限定されるものではない。
【００１４】
　＜実施形態１＞
　本実施形態１に係る映像処理装置は、監視カメラなどの撮像装置内に組み込まれる画像
処理回路や、パーソナルコンピュータなどのコンピュータ装置に適用することができるも
のである。
　先ず、本実施形態１に係る映像処理装置の機能構成例について、図１のブロック図を用
いて説明する。図１において、映像処理装置１２０は、情報処理装置１００と、表示部１
１０と、から構成される。
　情報処理装置１００は、典型的には、連続した画像または動画（以下、単に「画像」と
称する。）を撮影可能なカメラユニットであり、そのカメラユニット内に、後述するよう
な機能を備えた各種の情報処理回路を搭載したものがよい。すなわち、情報処理装置１０
０は、物体追跡機能の全部または一部を有するカメラユニットである。なお、本実施形態
１の画像処理装置の機能を実現することができるのであれば、情報処理装置１００は、一
般のＰＣ（パーソナルコンピュータ）とそれに接続されるカメラ（例えばＷｅｂカメラ等
）で構成されてもよい。また、情報処理装置１００は、本実施形態１の機能を有する一体
型のカメラであってもよい。
【００１５】
　表示部１１０は、カメラユニットが撮影した画像を表示する表示装置を備える表示部１
１０であり、画像と同時に追跡情報も表示することができる。典型的には、小型のＰＣ（
パーソナルコンピュータ）を、表示端末として用いてよい。なお、情報処理装置１００と
表示部１１０とは、同一装置の同一筐体内に搭載されてもよく、これに替えて、ローカル
またはリモートで相互接続される別装置として構成されてもよい。
【００１６】
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　　（１）情報処理装置１００の構成
　情報処理装置１００の画像取得部１０２（図１参照）は、画像を撮像するカメラそのも
のであり、所定の光学系と、ＣＣＤあるいはＣＭＯＳ等の撮像素子と、それらを制御する
各種回路から構成される。情報処理装置１００を上述したようにＰＣで構成した場合には
、この画像取得部１０２は、そのＰＣに接続する、いわゆるＷｅｂカメラやＵＳＢカメラ
等であってよい。また、上述したように情報処理装置１００が一体型のカメラとして構成
されてもよい。
【００１７】
　（画像取得部１０２）
　画像取得部１０２は、撮像素子によって撮像された画像を順次取得する。言い換えれば
、動画像を構成する各フレームの画像を順次取得することができる。１以上の追跡対象物
体は、この動画像内にフレームインし、また、フレームアウトする場合がある。また、追
跡対象物体は、複数フレームに渡って画像内を移動するような場合もある。　
　そして画像取得部１０２は、取得した各フレームの画像を順次、追跡部１０１と動き領
域抽出部１０３に対して送出する。
　なお、本実施形態１では、画像取得部１０２自身が画像を撮影する例として説明するが
、これに限定されず、例えば、外部に設けられた画像を撮像可能な撮像装置から画像を取
得してもよい。この場合、画像取得部１０２は、その撮像装置との間のインターフェース
となる。また、画像は、予め画像を保持している（記録・録画している）ような外部の記
憶装置から取得してもよい。このような場合も画像取得部１０２は、その記憶装置との間
のインターフェースとなる。このように、画像の取得先（ソース）については特定の取得
先に限るものではない。
【００１８】
　（追跡部１０１）
　追跡部１０１は、画像取得部１０２が出力した画像を受け取る。追跡部１０１は、受け
取った各画像フレームの画像の追跡対象物体を含む追跡領域を、画像特徴を用いたマッチ
ング処理などの技術を用いて追跡する。
　この追跡処理では、追跡対象として定めた物体（すなわち、追跡対象物体）の位置を特
定し、画像フレーム間で同じ物体として対応づけが行われる。例えば、初めに、ユーザが
指定した領域を追跡対象物体を含む追跡領域として設定する。そして、設定された追跡領
域内の画像データから、例えば色ヒストグラム、テクスチャ等を画像の特徴量として抽出
し、追跡対象物体のテンプレートに設定する。すなわち、追跡対象物体のテンプレートと
しては、設定された領域のサイズ（高さ及び幅）と画像の特徴量とが設定される。そして
、このテンプレートとして設定された特徴量と、後に入力された画像フレームとでマッチ
ング処理を行い、画像内の類似度が最も高い位置を新たな追跡対象物体位置として特定す
る。そして、追跡部１０１は、ある画像フレームの追跡対象物体を含む追跡領域の位置を
特定する。そして追跡部１０１は、この追跡に係る物体識別子、追跡対象物体を含む追跡
領域の位置とサイズ等を含む情報を追跡情報として生成し、後段の存在度算出部１０４ａ
および表示制御部１１２へ出力する。
　なお、追跡部１０１は、追跡情報の一部として追跡領域を生成しており、追跡情報につ
いては、次段落で詳細に説明する。
【００１９】
　ここで、追跡情報とは、種々の追跡に関する情報であり、追跡領域（例えば、後述する
バウンディングボックス等）および追跡位置（座標値等）を含む情報である。また、追跡
情報は、上述したテンプレートとして、追跡領域の幅・高さ等のサイズ、追跡対象物（オ
ブジェクトと呼ぶ場合もある）の色彩のヒストグラム等の特徴量やそのＩＤ等を含む。ま
た、用途に応じてこれらの情報の内、一部のみを用いる場合もあれば、その他関連する情
報を含む場合もある。特に、本実施形態１では、追跡情報のうち、追跡領域を用いる手法
を中心として説明するが、他の追跡情報を用いてもよい。
【００２０】
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　テンプレートによるマッチング処理を採用する場合は、ヒストグラムによるマッチング
に比べてドリフトは生じにくいと一般的には考えられる。しかし、背景のパターンや周囲
画像の形状等によっては、ドリフトが生じる可能性はあるので、本実施形態で提案する各
種の追跡判定手法を適用する余地は大いにあるものと考えられる。　
　ここで、追跡対象物の位置の初期値は、上記ユーザが指定した領域の位置であり、この
領域で検出された動物体が追跡される。また、指定された領域の特徴は動物体の特徴とみ
なし、テンプレートとして格納される。この動物体を構成する領域（結果的に追跡領域と
なる）は各画像フレーム（以下、単に「フレーム」としても参照され得る）中でマッチン
グ処理等により、新たな位置が順次見つけられていき、その位置が追跡対象物体の新たな
位置となる。
【００２１】
　また、あるフレーム中で、マッチングによって特定した位置が複数存在する場合は、前
フレームにおける上記追跡領域の位置と近い方を、新たな位置（新しい追跡領域）として
特定する。簡単に言えば、このような処理を順次各フレームに対して行うことによって、
追跡対象物体の位置を追跡していく。　
　このような追跡方法は一例であり、追跡方法は特定の方法に限るものではなく、様々な
追跡手法を適用することができる。
【００２２】
　また、追跡処理の開始は、追跡対象物体を認識する処理を用いて自動設定しても良い。
マッチングに用いる上記特徴量（画像特徴量とも呼ぶ）は、物体検出で一般的に用いられ
るＨＯＧ（Histogram of Oriented Gradient）特徴やＨａａｒ特徴（ないし、Ｈａａｒ－
ｌｉｋｅ特徴）、その他の特徴量でもよい。
  この特徴量は追跡開始時のものを最後まで利用しても良いし、毎フレームまたは指定の
条件を満たしたフレームのみで更新しても良い。また、追跡対象物体に関する特徴量は、
オンライン学習を行っても良い。さらに、追跡対象物体の検出処理を行い、検出結果の位
置やサイズ情報、さらには特徴量を利用して、検出結果を複数フレームで対応づけること
で、追跡対象物体の位置を特定し、追跡情報として利用すればよい。同じく、検出結果を
複数フレームで対応づける際に、追跡対象物体が未検出となった場合のみ、特徴量による
探索を行い、未検出となった追跡物体の位置を補間する追跡処理でもよい。
　他に、カルマンフィルタを用いて移動を予測しても良いし、パーティクルフィルタを用
いて総合的に物体位置を判定しても良い。　
【００２３】
　以上述べたように、追跡対象物体は、ユーザが初期指定した追跡領域で表現され、各フ
レームにおいて、順次その位置を移動していく。そのため、この追跡領域が、実質的に抽
出した追跡対象物体を表し、上述した追跡対象物体の位置とは、この領域の位置でもある
。特に追跡領域が矩形の場合はこれをバウンディングボックス（Ｂｏｕｎｄｉｎｇ　Ｂｏ
ｘ）と呼ぶ場合がある。追跡領域は、追跡情報に含まれる情報の一種である。
【００２４】
　（動き領域抽出部１０３）
　動き領域抽出部１０３は、画像取得部１０２から受けとった動画像の各フレームについ
て動きを含む領域を抽出する。この抽出処理では、例えば、予め作成した参照画像と現在
フレームの画像の差分をとることによって動き領域が抽出される。そして、動き領域抽出
部１０３は、画像中の動き領域を抽出すると、この抽出に係る、各フレームの各画素に対
応した動き判定結果(ラベルマップ)を動き領域の情報として生成し、後段の存在度算出部
１０４ａへ出力する。　
【００２５】
　また、動き領域抽出部１０３は、画像フレーム中の動き領域を抽出しているが、例えば
予め抽出され、記憶装置に記憶された動き領域を読み出して、処理すべき動き領域、例え
ば追跡領域内に存在する動き領域を特定するものであってもよい。
　なお、本実施形態１では、動き領域抽出部１０３は、フレーム画像中の動き領域を全て
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抽出し、後段の存在度算出部１０４ａが追跡部１０１から出力される追跡領域の情報を用
いて追跡領域内の動き領域を特定する。これに替えて、上述した追跡領域内の動き領域の
みを抽出してもよい。この場合は、その追跡領域に関する情報を、上記追跡部１０１から
受け取ればよい。　
　この抽出方法は、動き領域の抽出方法の一例であり、動き領域の抽出方法は、特定の方
法に限るものではなく、様々な抽出方法を採用することができる。
　上述した参照画像としては、予め動きが発生していないシーンを撮影した画像を用意し
、参照画像として用いることもよい。また、複数フレームの情報を用いて、動的に参照画
像を生成しても良い。　
【００２６】
　また、単純に参照画像との差分をとるのではなく、画像を小領域に分割して、統計的に
判定しても良い。さらに、オプティカルフローや特徴点のマッチングを利用して、動きベ
クトルに基づいた判定を行っても良い。さらに、生成する情報（動き領域の情報）は、各
領域を内包する矩形と各矩形を示す識別子を含めてもよい。同様に、画像を分割した小領
域ごとに動き判定結果を生成し、動き領域の情報として利用してもよい。
【００２７】
　（存在度算出部１０４ａおよび判定部１０４ｂ）
　存在度算出部１０４ａは、動き領域の存在度（割合）を算出し、判定部１０４ｂは、こ
の算出された存在度に基づき、追跡の継続判定処理（以下、単に判定処理とも呼ぶ）を行
う。
　本実施形態１においては、存在度算出部１０４ａが、追跡領域に包含される動き領域の
存在度を算出し、判定部１０４ｂがこの存在度に基づき判定を行う。
　本実施形態１におけるこの判定の処理では、まず、存在度算出部１０４ａが、追跡部１
０１から受けとった追跡領域と、動き領域抽出部１０３から受けとった動き領域の情報と
から、追跡領域に含まれている動き領域の存在度を算出している。次に、判定部１０４ｂ
は、この存在度が所定の基準値以上であれば、追跡を継続すると判定する。逆に、存在度
が所定の基準値未満であれば、追跡を中断または終了すると判定する。
　ここで、「存在度」の算出に用いられる「動き領域の情報」には、追跡領域に含まれて
いる動き領域の面積の比率を用いることができる。さらに、動き領域の動き量（例えば、
画像フレーム内での移動量）を係数ないし重み付けに用いてもよい。
【００２８】
　また、「存在度」の算出に用いられるのは、動き領域の情報のみに限定されない。例え
ば、追跡対象物の画像特徴量（例えば色彩のヒストグラム等）の情報や、これらの時系列
上の変化量が適宜、係数ないし重み付けに用いられてよい。　
　存在度には、その他種々のパラメータを利用することができる。
　なお、本実施形態において追跡処理の「中止」とは、追跡処理が停止するあらゆる処理
を包含する概念であり、本実施の形態１の追跡処理の「中断」または「終了」は、「中止
」の一例である。　
【００２９】
　例えば、追跡対象物体が、動画像のフレームの中で一時的に障害物に隠れてしまい、一
時的な追跡処理の「中断」をするような場合（一時的に中断した後、追跡処理が再開され
る場合を含む。）や、追跡対象物体が、動画像のフレームの外に出てしまい、追跡処理が
「終了」になってしまったような場合（追跡処理の再開を予定することなく、取得した関
連データを破棄するような場合を含む。）等が、「中止」に含まれるものとする。フレー
ム中で、追跡対象物体が破壊されてしまい、追跡処理が完全に停止するような場合等も含
まれてよい。例えば、「中止」の判断において、存在度に、複数の閾値（基準値）を設け
、存在度が第１の閾値未満の場合には「中断」と判断し、存在度が第１の閾値より低い第
２の閾値未満の場合には「終了」と判断してもよい。
　なお、これら種々の「中止」の種類（「中断」や「終了」）に応じて、何らかの異なる
処理を行うことも可能である（後述する実施形態３参照）。　
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【００３０】
　判定部１０４ｂにおける判定処理の概念図が、図２に示されている。画像２００内にお
いて、追跡対象物体２０１と遮蔽物２０２が存在するシーンを考える。追跡対象物体２０
１は、例えば人間、又は人型のロボット等であり、図２においては、人型の薄いハッチン
グで示されている。
　追跡部１０１は、追跡対象物体２０１に関する追跡領域２０３を生成する。ここで、追
跡領域２０３は、追跡情報中の情報の一部である。図２では、この追跡領域２０３を示す
矩形の枠が表示されている。　
【００３１】
　また、動き領域抽出部１０３においては、動き領域２０４が生成される。この動き領域
２０４は、動きが検出された１又は複数個の小領域（群）であり、図２においては、動き
領域２０４は、濃いハッチングで示された１又は複数個の矩形ボックス（群）である。動
き領域２０４は動き領域の情報の一部であり、動き領域の情報とは、動き領域の位置や面
積、形状等と、その動きの量、動きの方向等を含む情報である。
【００３２】
　存在度算出部１０４ａは、画像２００内に存在する、各々の追跡領域２０３について、
その内部に存在する（内包する）動き領域２０４の量に基づき、それらの存在度を計算（
導出）する。本実施形態では、存在度として、例えば、追跡領域２０３の面積に対する、
動き領域２０４の面積の比率を用いている。上述のように、動き領域の動き量（例えば、
画像フレーム内での移動量）を係数ないし重み付けに用いてもよい。本実施形態１では、
このような存在度を採用しているが、動き領域２０４の動領域割合に該当するような、そ
の他種々のパラメータを利用可能である。
【００３３】
　図２（ａ）では、追跡領域２０３内に、１つの領域として結合した動き領域２０４が存
在している。この図２（ａ）の例では単純に追跡領域２０３と動き領域２０４の１個対１
個の面積の比較によってその比率を計算し、存在度として利用することができる。　
　図２（ｂ）では、追跡領域２０３内に複数の小領域に分かれた動き領域２０４が存在す
る。この場合、１個の追跡領域２０３に対して、複数個の動き領域２０４の面積の総和を
比較することで比率を求めている。つまり、追跡領域２０３内に含む動き領域２０４はす
べて計算対象であり、個別ではなく総和によって計算するものである。すなわち、「動き
領域の面積の総和／追跡領域の面積」のように比率を求める。
【００３４】
　また、図２（ａ）、（ｂ）については、追跡領域２０３内に含む動き領域２０４の面積
が十分に大きいため、比率（存在度）が例えば所定の基準値以上であるとされ、追跡処理
は継続と判定される。一方、図２（ｃ）では、追跡領域２０３内に含まれる動き領域２０
４（の面積）が少ないため、比率（存在度）が所定の基準値未満であるとされ、追跡処理
は中断または終了と判定される。　
  本実施形態１では、このような面積の比率を、追跡領域（追跡領域２０３）に対する、
追跡領域内の動き領域２０４（動き領域情報に含まれる）の存在度として算出する例を示
す。
【００３５】
　なお、この存在度の計算方法は、特定の方法に限るものではない。様々な計算方法を利
用することができる。動き領域の割合を示すものに相当するものであれば、種々のパラメ
ータを利用することができる。
　また、例えば、動き領域２０４として抽出された画素または小領域ごとに、動き領域と
しての信頼度（あるいは尤度）が計算されている場合は、信頼度に基づいて重みづけをし
て算出した値を上記存在度に相当する値として利用してもよい。また、追跡領域２０３の
重心位置に近いほど重みを大きく設定して、値を求めても良い。
【００３６】
　（信頼度）
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　なお、動き領域を求めるアルゴリズムは、従来から種々のアルゴリズムや手法が知られ
ている。これらのアルゴリズムでは、求められた動き領域に対して所定の信頼度が同時に
算出できる場合が多い。各アルゴリズムによって、信頼度は異なるものではあるが、いず
れの信頼度でも、上記計算に用いることが可能である。また、信頼度は、求められた動き
領域内の特徴点に対して算出される場合もある。そのような場合は、動き領域内のその特
徴点に対する信頼度の総和や、各信頼度の平均値を、上記動き領域に対する信頼度として
用いてもよい。
　なお、これまでの説明では、追跡領域２０３は同一形状・同一面積であり、変化しない
例を示したが、時間の経過と共に、動的に追跡領域の形状や面積が変化するような追跡方
法を採用してもよい。　
【００３７】
　また、他の形態として、追跡対象物体（又は追跡領域２０３の）の重心から一定距離（
追跡領域の内外を含み得る）を定め、この一定距離内に存在する動き領域（の総面積）を
用いて、追跡領域２０３の面積との存在度（例えば面積の比率）を算出してもよい。
　なお、上述のとおり、存在度は、典型的には、上述したように、追跡領域２０３の面積
における動き領域２０４の面積の比率であり、単純に述べれば、「動き領域の面積／追跡
領域」である。しかしながら、この比率に対してその他の演算処理・関数処理（例えば、
上述した信頼度）を施して他の値を求め、この値に基づき判定を行ってもよい。　
【００３８】
　また、その他の動きのパラメータの量を加味しても良い。例えば、動きの大きさという
量を加味して上記所定の値を算出してもよい。また、用途に応じて他のパラメータとの演
算を施してもよい。
　このように、判定部１０４ｂは、求められた各種の値に基づき、追跡処理を継続するか
否かを判定している。
【００３９】
　次に図３のフローチャートを参照して、本実施形態１に係る情報処理装置１００が実行
する処理の手順の概要を説明する。
  ステップＳ３０１において、画像取得部１０２は、情報処理装置１００へ入力された画
像を取得する。この画像は例えば１時間の動画等であってよい。
  ステップＳ３０２において、追跡部１０１は、ステップＳ３０１で取得した画像を基に
追跡処理を行う。　
  ステップＳ３０３において、動き領域抽出部１０３は、ステップＳ３０１で取得した画
像を基に動き領域抽出処理を行う。　
【００４０】
  ステップＳ３０４において、存在度算出部１０４ａは存在度を算出し、判定部１０４ｂ
は、この存在度に基づき追跡継続判定処理を行う。ステップＳ３０４における追跡継続判
定処理は、追跡対象物体ごとに行われる。追跡を継続すると判定された追跡対象物体につ
いては、再びステップＳ３０１に処理が移行した場合に、引き続き追跡処理が実行される
。追跡処理が終了すると判定された追跡対象物体については、ステップＳ３０１に処理が
再び移行しても、その追跡処理を引き継がない。
【００４１】
　Ｓ３０１において新たに入力した画像についてマッチング処理等を行った場合に新たに
追跡すべき対象物が見つかった場合は、その見つかった追跡対象物への追跡処理が開始さ
れる。なお、追跡処理の開始は、従来から種々の手法が知られており、それらさまざまな
手法で追跡処理の開始を判断することが可能である。
  ステップＳ３０５において、情報処理装置１００が有する制御部（図９のＣＰＵ１１等
に実装され得る）は、当該処理を継続するか否かを判定する。これは要するに画像中に含
まれる全てのフレーム処理が終了したか否か（例えば１時間分の全てのフレーム処理が終
了したか否か）の判断であり、その画像に関する追跡処理全体（例えば、１時間分の動画
像処理）の終了判断である。
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【００４２】
　ステップＳ３０５において、例えば、もう処理すべきフレームが残っていない場合は、
ステップＳ３０６に移行し、処理すべきフレームが残っている場合は、ステップＳ３０１
に移行する。
　ステップＳ３０６においては、この追跡処理の結果を用いて行うべき、後続処理が実行
されてよい。この後続処理は、追跡処理継続か否かの判定処理を用いるものであれば、あ
らゆる処理であってよく、例えば追跡結果を用いた各種の映像処理であってよい。
【００４３】
　また、本実施形態１に係る動き領域の存在度を用いた追跡処理継続判定は、例えば従来
の色彩ヒストグラムを用いたマッチング処理による追跡処理継続判定と比較して、処理負
荷が高くない。このため、プリプロセスとして本実施形態に係る追跡処理継続判定を行い
、後続のメインプロセスとして追跡処理を行ってもよく、この追跡処理に従来のマッチン
グ処理による追跡処理継続判定を併用してもよい。
  このように、実施形態１においては、追跡対象物の特定ではマッチング処理を行う一方
、追跡情報に対する動き領域の存在度を用いて追跡の継続判定を行うことにより、追跡の
継続判定の精度の向上を図ることができる。
【００４４】
　次に、本実施形態１におけるステップＳ３０４の具体的な動作の詳細を、図４のフロー
チャートを用いて説明する。　
　図４のステップＳ３０１～Ｓ３０３は、図３の同ステップと同様である。
　図４のステップＳ４０１、Ｓ４０２、Ｓ４０３、Ｓ４０４が、図３におけるステップＳ
３０４に相当する。　
　ステップＳ４０１においては、存在度算出部１０４ａが、抽出した動き領域（動領域と
も呼ぶ）の追跡領域に対する存在度を算出する。この算出は、上述の通り、追跡領域２０
３に含まれている動き領域の量（面積）の比率として計算される。具体的には、「動き領
域の面積（の総和）／追跡領域の面積」として面積の比率を算出する。
【００４５】
　図５の説明図は、この存在度の概念を示す模式図が示されている。この図５に示すよう
に、人型の周囲を取り囲む矩形で囲まれた領域が追跡領域２０３であり、この追跡領域２
０３内に、動き領域２０４が３個存在する様子が示されている。追跡領域２０３の内部で
ハッチングが施された部分が動き領域２０４である。この状態に基づき、存在度を計算し
た結果、存在度＝０．５と求められた（図５参照）。
【００４６】
　図４のステップＳ４０２においては、判定部１０４ｂが、上記存在度を所定の閾値（基
準値）と比較し、所定の閾値以上である場合は、追跡処理を継続するとの判定を行い、Ｓ
４０３に処理が移行する。一方、存在度が所定の閾値（基準値）未満である場合には、ス
テップＳ４０４に処理が移行する。
　なお、判定結果である、追跡処理を継続するか否かに関する判定は、追跡部１０１にも
供給されており、この判定に基づき、追跡部１０１は追跡処理を継続又は中止をする。
　なお、この追跡処理は、追跡対象物体２０１毎に行われるものであり、ある追跡対象物
体については追跡処理を継続すると共に、他の追跡対象物体については追跡処理を中止す
る等の処理を、追跡対象物体毎に行っている。
【００４７】
　さて、ステップＳ４０３においては、追跡部１０１が追跡結果である追跡情報を出力す
る。この追跡情報は、追跡領域２０３を含む情報である。出力した追跡領域２０３を含む
追跡情報は、判定部１０４に供給されると共に、表示制御部１１２にも供給される。表示
制御部１１２は、追跡結果である追跡情報（追跡領域２０４等）をまとめて、表示部１１
０に出力する。表示部１１０は、表示装置（例えば表示スクリーン）を備えており、これ
らの情報を表示する。なお、表示制御部１１２は、これらの情報を、画像取得部１０２が
取得した動画像と重畳して表示部１１０に出力する。
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　表示制御部１１２は、図１に示すように、情報処理装置１００内に位置するが、情報処
理装置１００の外部に設けても構わない。例えば、表示部１１０内に配置してもよい。
【００４８】
　さらに、図１においては、画像取得部１０２、追跡部１０１、動き領域抽出部１０３、
存在度算出部１０４ａ、判定部１０４ｂ、表示制御部１１２は、情報処理装置１００内に
設けられている。しかしながら、これに替えて、例えば情報処理装置１００は、撮像部（
例えば、図９の撮像部１５）と画像取得部１０２のみを備えてもよい。この場合、表示装
置側に、追跡部１０１、動き領域抽出部１０３、存在度算出部１０４ａ、判定部１０４ｂ
、表示制御部１１２の全部または一部を設けてもよい。
【００４９】
　一方、ステップＳ４０４においては、判定部１０４ｂから追跡処理が継続しないとの判
定結果が追跡部１０１に供給される。その判定結果を受けて追跡部１０１はその追跡対象
物体に対する追跡処理を中止する。
　ステップＳ４０３又はＳ４０４の処理が終了した後、ステップＳ３０５において追跡処
理の全体が終了するか否かの判断がなされる。これは上述したステップＳ３０５と同処理
であり、処理すべきフレームが残っているか否かの判断である。フレームの処理がまだ終
了していない場合は、その動画像に対する追跡処理は継続され、全フレームが全て終了し
ている場合は、ステップＳ３０６に処理が移行する。ステップＳ３０６は、図３のステッ
プＳ３０６と同様の処理である。
【００５０】
　なお、ステップＳ３０５における終了の判断は、制御部が行ってもよいし、追跡部１０
１や動き領域抽出部１０３が行ってもよい。画像取得部１０２が供給する動画像等に含ま
れる全てのフレームについて処理が終了したか否かは、追跡部１０１や動き領域抽出部１
０３が知ることができるからである。
【００５１】
  ＜実施形態２＞
　本発明の実施形態２では、判定部１０４ｂにおいて、追跡対象物体が静止し、動き領域
が抽出できない場合に、追跡を継続する判定を行う、換言すれば、追跡を中止する判定を
行わない例を説明する。
　存在度算出部１０４ａは、実施形態１と同様に、追跡部１０１から受けとった追跡領域
と、動き領域抽出部１０３から受けとった動き領域情報とから、追跡領域に対する動き領
域の存在度を算出し、判定部１０４ｂは、その存在度に基づき追跡の継続判定を行う。
【００５２】
　特に、本実施形態２においては、判定部１０４ｂは、追跡部１０１から得られた現在の
追跡領域２０３の位置を、過去フレームにおいて得られた過去の追跡領域２０３の位置と
比較する。そして、判定部１０４ｂは、現在の追跡領域２０３の移動量の大きさから、追
跡対象物体に移動がほとんどないと判断される場合に、追跡対象物体２０１が、静止して
いると判定する。移動量は、過去フレームにおいて得られた過去の追跡領域２０３の位置
と現在の追跡領域２０３の位置との差分によって求めることができる。具体的には、一定
の基準値を設けておき、移動量がこの基準値未満であれば、静止していると判定する。し
たがって、実際には、完全静止状態の場合に加えて、実質的に静止しているに等しい場合
も含めて、静止していると判定する。
【００５３】
　この判定の様子を示す説明図が図６に示されている。図６に示すように、追跡領域６０
３が移動していない場合でも、テンプレートマッチング処理においてその追跡領域６０３
が追跡対象物体の追跡情報と合致している状態である。この状態では、追跡領域６０３内
の動き領域の量は低下するが、追跡対象物体は一時的に停止動作を行っているだけであり
、追跡処理は継続すべきものと考えられる。そこで、本実施形態２においては、追跡対象
物体が静止している場合は、追跡処理を継続する。本実施形態２では、上述したように追
跡領域６０３の移動の量が所定の基準値未満であるか否かで、追跡対象物体が静止してい
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るか否かを判定するものである。
【００５４】
　本実施形態２においては、追跡対象物体の静止を判断した場合、存在度算出部１０４ａ
が、動き領域抽出部１０３からの動き領域情報（に含まれる動き領域）から算出される存
在度が基準値未満であっても、判定部１０４ｂが追跡を継続すると判定する。ここで、存
在度は、実施形態１と同様に、追跡領域２０３に内包される動き領域２０４（の量）の比
率であるが、さまざまな求め方を採用可能である。
　このように、本実施形態２では、存在度が一定の基準値未満であっても、追跡対象物が
静止していると判断される場合は、追跡処理を継続する。
　本実施形態２における、追跡の継続判定の方法を、図７を用いて詳しく説明する。図７
（ａ）から図７（ｃ）へと時系列に処理が進むと考える。この時、動き領域抽出部１０３
において、基準画像を生成するような処理が含まれる場合、追跡対象物体７０１が長時間
静止すると、基準画像に追跡対象物体７０１の情報が追加される。この基準画像は、動き
があるか否かを検出する場合の基準画像である。
【００５５】
　すると、図７（ｂ）、（ｃ）と処理が進むにつれ、動き領域７０４は抽出されなくなる
。実施形態１では、原則として、動き領域７０４が減少した場合（存在度の値が基準値未
満となった場合）、追跡領域７０３に対して追跡の中断または終了の判定がなされていた
。これに対して、本実施形態２においては、図７（ａ）から（ｃ）において、テンプレー
トマッチング処理の結果、追跡領域７０３に移動がほとんどない場合（静止していると見
なせる場合）、判定部１０４ｂは、上述したように追跡を継続すると判定する。このよう
な判定が、本実施形態２における判定処理である。
【００５６】
  上述した実施形態１では、動き領域情報７０４が減少した場合、「存在度」が一定の基
準値未満となり、追跡処理が中断、終了することによって、遮蔽物に隠れてしまった場合
等のドリフトを防止する事が可能であった。しかし、追跡対象物体７０１が静止している
と判断される場合は、ドリフトの恐れは少ないので、追跡処理を継続しても問題は少ない
と考えられる。むしろ、将来、追跡対象物体７０１が動き始めた場合に備えて、追跡処理
を継続した方が、迅速に追跡を開始できる可能性が高いと考えられる。そこで、本実施形
態２においては、追跡対象物が静止していると判断される場合には、追跡処理を継続する
ことにした。
　なお、上記特許文献１でも説明したように、物体検出には、着目したフレーム画像と、
予め撮影した背景画像との差分をとる方法の他に、検出対象の物体の画像を学習して識別
器を作成し、この識別器によって、検出を行う方法もある。　
　いずれの場合も、このようにして物体検出した結果と、追跡情報とが対応付けられてい
れば、追跡処理を継続することは可能である（上記図７参照）。
【００５７】
　＜実施形態３＞
　本発明の実施形態３では、判定部１０４ｂの結果を基に、表示制御部１１２が追跡結果
の表示方法を変更する例について説明する。　
　上記実施形態１、２においては、判定部１０４ｂが追跡処理を継続するか否かを判定し
て、追跡処理を継続しないと判定した場合は、追跡処理自体を中止（中断ないし終了等）
する。実施形態１、２においては、表示制御部１１２は、単にその追跡処理結果を画像と
重畳等してから表示部１１０に送出し、表示部１１０がこれを表示していた。したがって
、ユーザは、単に追跡処理結果を表示部１１０上で見ることができるのみである。
【００５８】
　しかしながら、追跡処理自体は継続しつつ、表示を隠す等の工夫をすることも、ユーザ
にとっては便利である。また、追跡処理が中止された場合、それがどのような中止なのか
、知ることができれば便利であることも多いと考えられる。
　そこで、本実施形態３では、判定部１０４ｂが追跡処理を継続しないと判定した場合に
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、表示方法に、変更を加え、ユーザに注意喚起するものである。以下、その動作を詳細に
説明する。　
【００５９】
　本実施形態３においては、追跡部１０１は、判定部１０４ｂにて追跡の中断または終了
判定がなされた追跡対象物体２０１について、例えば、追跡継続判定と同等またはより簡
易な追跡処理を継続してもよい。簡易な追跡処理とは、演算量が少なくてすむ処理や、精
度の低下が許容される追跡処理などをいう。
　表示部１１０は、追跡部１０１から受けとった追跡情報と、判定部１０４ｂから受けと
った追跡継続判定の結果を基に、追跡情報の表示方法を変更する。本実施形態３における
表示制御の例を以下説明する。
【００６０】
　表示制御部１１２は、追跡継続判定の結果が、継続である場合、例えば、追跡情報を強
調表示してから、表示部１１０に送出する。また、表示制御部１１２は、追跡継続判定の
結果が中断の場合、例えば、追跡情報を抑制表示にしてから、表示部１１０に送出する。
そして、表示制御部１１２は、追跡継続判定の結果が終了の場合、例えば、追跡情報を表
示しない、すなわち、表示部１１０に対して送出する信号（画像信号）に、追跡情報を含
めない。この結果、表示部１１０は、追跡情報を含まない画像信号による動画像を表示す
ることになる。なお、強調表示、抑制表示等は後に詳述するが、例えば、抑制表示の例は
図８に示されている。この図８は、追跡領域８０３の抑制表示８０４を破線による表示と
した例である。
【００６１】
　このように、本実施形態３においては、判定部１０４ｂが出力する追跡継続判定の内容
に応じて表示制御部１１２が種々の表示方法を採用している。これによって、ユーザは、
追跡の状態を表示部１１０の表示装置のスクリーン上で認識することができ、利便性の高
い情報処理装置を実現することが可能である。ここで、追跡継続判定は、判定部１１０ｂ
の判定結果の情報であり、判定部１１０ｂから表示制御部１１２に供給される（図１参照
）。
【００６２】
　また、追跡継続判定では、追跡部１０１の出力する追跡情報と組み合わせて、表示制御
部１１２に供給してもよい。　
　中断や終了の意味は、上述した実施形態１で述べたとおりの意味でも良いし、また、他
の意味や状態を意味させても良い。また、本実施の形態３では、中断、終了の２種類の例
を挙げたが、より種類を増やしてもよい。
【００６３】
　＜実施形態３の変形例＞
　上記の実施形態３では、追跡処理が継続されず、中止された場合、その中止の種類（中
断、終了）に応じて、表示に変更を加える例を説明した。しかし、より簡便に、表示制御
部１１２が、追跡の中止判定から、数フレームだけ、追跡を継続し、追跡領域８０３とそ
の軌跡８０９の表示を抑制表示８０４で表示することもよい。数フレームの「数」はあら
かじめ定めておく所定数とすればよい。
　本実施形態３の変形例の抑制表示の様子が図８に示されている。数フレームとは、具体
的には、動画像のフレームレートにもよるが、２～３フレームから、１０～１００００フ
レームまで、種々の値をとり得る。典型的には、２フレーム、３フレーム程度の場合も多
いが、視認性を重要視する場合は数秒間～１０数秒間に該当するフレーム数とすればよい
。また、５０フレーム～５００フレーム程度や、１００フレームから１０００フレーム程
度としてもよい。
【００６４】
　この動作は、上記実施形態３と同様に、表示制御部１１２が制御するが、「数」フレー
ムの実際の「数」は、ユーザが任意に外部から設定できるように構成してもよい。
　なお、図８では、抑制表示の例として破線による表示が示されているが、種々の抑制表
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示の方法を採用することができる。強調表示は、通常の表示を強調表示と見なして取り扱
う場合もよい。図８の例では、通常の実線で示した追跡領域８０３を便宜上、強調表示と
して取り扱っている。太字等の処理を行ってもよい。
【００６５】
　（強調表示および抑制表示とその制御方法）
　強調表示と抑制表示について説明する。強調表示はユーザに認識されやすい表示であり
、追跡情報を例えば実線で表示する。抑制表示は、ユーザに認識されにくい表示であり、
追跡情報を破線で表示する。もちろん、これらの表示方法はユーザからの認識しやすさに
基づくものであり、特定の方法に限るものではない。また、強調表示は、通常の実線表示
を強調表示と見なし、破線表示や灰色表示を抑制表示として取り扱ってもよい。
【００６６】
　また、強調表示を目立つ色、例えば赤、にしても良いし、透過度を小さく表示しても良
い。抑制表示を目立たない色、例えば黒、にしても良いし、透過度を大きく表示しても良
い。また、以上の例（実施形態３、実施形態３の変形例）では、追跡の継続判定結果を基
に表示を変更しているが、存在度算出部１０４ａにて計算した存在度の値によって、表示
の強調と抑制の度合いを制御しても良い。存在度の値に応じて強調の程度を変化させる処
理や、存在度の値に応じて抑制の程度を変化させる処理等を実行すればよい。これらの処
理動作も、表示制御部１１２が行うことがよい。例えば、存在度の値に応じて明度を変化
させる処理や、表示の透過度を調整する処理等としてもよい。
【００６７】
　以上、本発明の実施形態を種々詳述した。本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を
実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、
そのシステム又は装置のコンピュータにおける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読
出し実行する処理でも実現可能である。また、１以上の機能を実現する回路（例えば、Ａ
ＳＩＣ）によっても実現可能である。
【００６８】
　＜ハードウェア構成例＞
　また、図１における映像処理装置１２０中の情報処理装置１００は、撮像部を備える電
気機器のハードウェアを用いて構成してもよい。このような電子機器１０（例えば、デジ
タルカメラ）の構成ブロック図が図９に示されている。この図に示すように、電子機器１
０は、ＣＰＵ１１と、ＲＯＭ１２と、ＲＡＭ１３と、外部メモリ１４とを備え、これらは
バス１９を介して相互に接続している。外部メモリ１４とは、ハードディスクと、光学ド
ライブを含む。また、画像取得部である撮像部１５と、入力部１６と、表示部１７と、通
信Ｉ／Ｆ１８と、がバス１９に接続している。
【００６９】
　表示部１７は、いわゆるディスプレイであり、ディスプレイインターフェース等を含む
構成である。この表示部１７は、電子機器１０の画面として、追跡領域２０３等を表示す
る図１における表示部１１０として動作することもよい。なお、表示部１１０は単独のコ
ンピュータで構成しても良く、ＬＡＮケーブルを用いて、さらにＨＵＢ等を介して、上記
通信Ｉ／Ｆ１８と接続することがよい。この場合、通信Ｉ／Ｆ１８はあらゆる通信方式が
適用され得るが、例えばＬＡＮインターフェースであってよい。これによって、表示部１
１０としてのコンピュータは、外部装置から送信されてきた追跡情報等を自装置の表示装
置に表示することが可能である。
【００７０】
　また、図１の表示部１１０が実装される例えばコンピュータも、撮像部１５を除いた図
９のハードウェア構成を備えることができる。
　また、図９の構成を採用する場合、追跡部１０１は、ＣＰＵ１１と、このＣＰＵ１１が
実行するプログラムとから構成すればよい。プログラムは、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、外
部メモリ１４等に格納しておく。または、同プログラムを格納した記憶媒体であるＤＶＤ
を、光学ドライブに読み込ませて、同プログラムを本コンピュータ１０にインストールし
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【００７１】
　また、動き領域抽出部１０３や、存在度算出部１０４ａ、判定部１０４ｂも、追跡部１
０１と同様に、ＣＰＵ１１と、このＣＰＵ１１が実行するプログラムとで構成すればよい
。
　上記の例では、プログラムを、コンピュータ１１内部に格納する例を示したが、通信Ｉ
／Ｆ１８を介して外部の不図示のサーバ上でプログラムを実行するように構成しても良い
。また、カメラである撮像部１５を介して画像を取得するだけでなく、通信Ｉ／Ｆ１８を
介して、インターネット等の外部から画像の供給を受けてもかまわない。
【００７２】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、前述した実施形態は、本発明を実
施するにあたっての具体例を示したに過ぎない。本発明の技術的範囲は、前記実施形態に
限定されるものではない。本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可
能であり、それらも本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００７３】
　１００　情報処理装置
　１０１　追跡部
　１０２　画像取得部
　１０３　動き領域抽出部
　１０４ａ　存在度算出部
　１０４ｂ　判定部
　１１０　表示部
　１１２　表示制御部
　１２０　映像処理装置
　２００　画像
　２０１　追跡対象物体
　２０２　遮蔽物
　２０３　追跡領域
　２０４　動き領域
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